














はじめに 

我が国で、『子どもの最善の利益』という考え方が登場してきたのは、国連の「子どもの権

利条約(案)」が提示されて以降のことである。特に、1989 年国連総会で「子どもの権利条

約」が採択されてからは、権利条約のキーワードとして『子どもの最善の利益』という用

語が一般化した。1997 年児童福祉法の改正の際、参議院厚生委員会(1997 年 4 月 10 日)、

衆議院厚生委員会(1997 年 5月 30 日)ともに「児童福祉法等の}部を改正する法律案に対す

る附帯決議」が行われている。その中で r 児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえ、児

童福祉法の理念及び在り方等について早急に検討し、その結果を踏まえて必要な措置を講

ずるとともに、施策の実施に当たっては、児童の最善の利益を考慮した取り扱いが図られ

るよう努めること。」と衆参両厚生委員会の附帯決議で明記されている。また、児童福祉法

第一条の中に「子どもの最善の利益」という言葉を入れるべきだとの議論がおこなわれた

が、実現はされていない。 

我が国の場合、現状では、子どもの権利条約の第 3 条 1「児童に関するすべての措置をと

るに当たっては,公的若しくは私的な社会福祉施設,裁判所,行政当局又は立法機関のいず

れによって行われるものであっても,児童の最善の利益が主として考慮されるものとす

る。」等に登場する「子どもの最善の利益」という用語が、目的概念的には使用されている

ものの、実際のサービスを提供する際の指標づくりにまではいたつていない。 

筆者は 1989 年から 1991 年までカナダのトロント大学に所属したが、1989 年現在でも当時

のメトロポリタン・トロント子ども保護援助協会では、ソーシャルワーカーへの研修で「子

どもの最善の利益の測定」というタイトルで、ワーカーが判断する指標を教授していた。

また、オンタリオ州の「子ども家庭サービス法」(1984 年)では、第一条で法の最終目標と

して r 子どもの最善の利益」(Promo⑱ChildlsBcstIntcrests)、保護(Protcction)、ウェル

ビーイング(Wen-bcing)の促進を掲げている。 


